
２　募集期間
３　応募方法

４　応募条件

５　選考方法
６　入居条件

７　そ の 他

８　申込・お問い合わせ

・信号無視　　　　　　　　・通行区分違反
・歩道での歩行者妨害　　　・一時停止違反
・通行禁止違反　・酒酔い運転
・路側帯の歩行者妨害
・歩行者用道路での徐行違反
・交差点での右折車優先義務違反
・交差点での優先道路通行者の妨害
・環状交差点での安全進行義務違反
・携帯電話を使用して運転する安全運転義務違反
・ブレーキのない自転車運転
・遮断機が下りた踏切への立ち入り

　自転車が絡んだ事故は、交通事故全体
の２割を占めております。
　自転車を運転される方は、交通ルール
を意識し、より一層の安全運転を心がけ
ましょう。

お問い合わせ　江差警察署（☎52ｰ0110）または住民課住民環境グループ

●違反した場合の講習までの流れについて

※講習には 円の手数料がかかります。

自転車運転者講習を受講２回以上摘発された
悪質自転車運転者

公安委員会が自転車運転者に
講習の受講を命じる

公安委員会による受講命令に
従わなかった場合

５万円以下の
罰  金

自転車危険運転に対する罰則の強化について
　６月１日より道路交通法が改正され、自転車で危険な乗り方を繰り返した運転者に、安全講習
を義務づける制度が始まりました。
　これは、14歳以上の人が信号無視などの｢危険行為｣で３年間に２回摘発されると、安全講習の
受講義務が発生し、摘発された自転車運転者（悪質自転車運転者）は、公安委員会の命令を受け
てから 3ヵ月以内の指定された期間に講習を受けなければなりません。
○具体的な悪質運転危険行為は以下のとおりとなります。

申込番号 住　　　所 間取り 家賃（円） 延べ床面積（㎡） 建築年
1 字石崎214番地 ３ＤＫ ¥8,920 66.24 平成2年
2 字石崎206番地 ３ＤＫ ¥5,990 54.39 昭和50年
3 字石崎219番地1 ２ＤＫ ¥14,820 69.78 平成13年
4 字石崎283番地4 ３ＤＫ ¥15,810 75.98 平成15年
5 字湯ノ岱243番地9 ３ＤＫ ¥9,480 70.8 昭和61年
6 字湯ノ岱162番地1 ３ＤＫ ¥6,770 60.96 昭和55年
7 字湯ノ岱491番地15 ３ＤＫ ¥5,770 52.17 昭和49年
8 字大留45番地8 ３ＤＫ ¥6,770 60.96 昭和54年
9 字小砂子72番地2外3地先 ２ＤＫ ¥16,140 77.83 平成14年

道営住宅入居者
募集について

檜山振興局では、世帯向け一般住戸（２人以上の一般世帯向け・３ＬＤＫ）２戸のの入居者を募集しています。
募集期間は７月６日（月）～ 10日（金）ですので、希望者はお問い合わせください。
お問い合わせ：道営住宅等（江差町）指定管理者　辻久建設・オオフル建築設計事務所コンソーシアム（☎52ｰ2548）
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